
伊平屋村簡易水道事業経営戦略

伊平屋村建設課

平成２９年　３月
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（１）事業の現況

　①　給水 （H28．3月末現在）

人 人

人 人

k㎡ ％

　②　施設 （H28．3月末現在）

km

（２）料金
　① 料金体系概要・考え方

② 料金改正年月日
22 年 8 月 1 日

225円

表-①　料金表

平 成
基本料金（1ヶ月につき）

15m³まで
1m³当たり230円

15m³まで
1m³当たり230円

　　臨時用

1,260円

2,300円

3,450円

3,450円

210円
220円
230円
220円

235円
245円
500円

工場用

7～16m³
17～30m³
31m³以上
11～30m³
31～50m³
51m³以上
16～35m³
36～55m³
56m³以上
16～35m³
36～55m³
56m³以上

官公署用

用途
使用水量

超過料金

6m³まで
1m³当たり210円

10m³まで
1m³当たり230円

使用水量 料金 料金

240円
220円
230円
240円

230円

配 水 池 設 置 数

浄 水 施 設 設 置 数

取 水 施 設 設 置 数

家事用

営業用

6

管 路 延 長 61,597

　本村水道事業の料金体系は、用途別に区分し、基本料金と従量料金を設定しています。

　従量料金については、家庭用、営業用、官公署用、工場用、臨時用と区分しており基本水量までの

分は加算せず、使用水量に応じ3段階の従量料金の加算を行っております。現在の料金は表-①のと

おりです。

　効率的な料金徴収を行うため、家事用の料金を低く抑え、大口需要料金を高くすることが最良と考

えられるが、本村においては、家庭用給水が2/3を占めており、大口需要である営業用、官公署用、

工場用においては件数、水量ともに少なく、料金を上げることで経営収入を賄うことは困難である。

　健全な事業経営及び効率的な収入を前提として、家庭への影響を加味しながら水道施設の維持管

理や資本費などの対象経費から適正な料金見直しをそのつど行うこととします。

給 水 開 始 年 月 日

給 水 区 域 面 積

行 政 区 域 人 口

計 画 給 水 人 口

施 設 能 力 （ 公 称 ）

施 設

水 源

m³／日 m³／日792実績1日最大給水量

□表流水　　■ダム　　　□伏流水　　　■地下水　　□受水　　　□その他

　　伊平屋村簡易水道事業（以下「本村水道事業」という。）は、 村民の皆さまへ安全かつ満足頂ける
水道水を安定して供給し、なおかつ健全な水道事業経営の実現を目指すため、長期的視点をもった
地域水道ビジョンである『伊平屋村水道ビジョン』（以下「ビジョン」という。） を平成 26 年3月に策定し
ました。
　島嶼地域であることもあり、人口は平成17年度をピークに減少傾向に対して、年間配水量は増加傾
向であり、要因としては施設老朽化が大きな要因と考えられ、漏水調査や修繕等を繰り返し行ってき
たが、今後の有収量の動向等を考えると将来に向けた適切な更新改修を進める必要がある。
　本村水道事業の健全化のため、現状把握、分析及び将来予測を行うとともに、事業及び経営の目
標を設定し、適切な財源確保と投資の合理化を図り、経営戦略を策定するものです。

水道普及率

826

非適

1,800 1,246

1,246 1,246

21.82 100

昭和47年6月1日
法適（全部・財務）

・非適の区分

現在給水人口

給水区域内人口

4

1

１．経営戦略の目的

２．事業概要
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（３）組織

（H28.4.1現在）

(1)
(1)
(1)

（４）これまでの主な取組

　本村水道担当部署においては、水道管理者の下、建設課の１課を配置しています。（表-②参照）

　建設課においては、営業業務に係る財政計画や資金計画の策定、予算編成とその執行及び決

算、料金の賦課・徴収ならびに、施設関係業務に係る事業計画の策定や認可、施設の更新や維持

管理、水道水の水質管理等の業務を行っています。

　配置職員においては、職員、補助員となっているが、職員においては他事業との併任であるた

め、総括職員1名、施設管理に係る業務の補助職員として主事補1名、徴収業務に関する補助員と

して嘱託職員1名の3名体制となっている。

表-②　組織図

嘱 託 職 員
主 事 補
主 任

水道管理者
（村長）

職務代理
（副村長）

建設課長 建設課長補佐 水道係

　伊平屋村では、昭和33年に島尻と野甫に簡易水道が開始されましたが、水源の水量が少なく飲
料水に不自由をしていました。また、田名・前泊・我喜屋では、家庭の浅井戸及び天水等を使用し
てきたが、浅井戸はほとんど海水混じりであり、飲料水に適するものではありませんでした。
　そこで本村は昭和43年に経営認可を受け、琉球政府により前泊北東600mの位置に水源調査し
たボーリング箇所を利用して第1取水井戸を設置し、前泊北方の高台に着水井に導水して、緩速ろ
過方式で処理した水を配水池等を経て、各家庭に給水を行ってきました。
　その後、昭和58年に1日最大給水量の増加に伴い第1次拡張認可を受け、第2取水井戸の開発
（沖縄県が行った調査井戸を利用）を行ったが、鉄分が含まれているため、急速ろ過による除鉄装
置を新設するとともに我喜屋配水池の増設を行ったが、第1取水井戸の水質が悪化してきたため、
昭和61年に浄水方法の変更のために第2次拡張認可を受け、除鉄、除マンガン装置の増設、島尻
配水池、野甫配水池の新設、各集落配水管の布設を行いました。
　なお、第2取水井戸の回復力が低下し取水不能となったため、昭和62年に廃止し、同年に第3取
水井戸を緊急開発し、水源の確保に努めました。また、第１取水井戸は老朽化及び回復力低下に
伴い、平成6年に廃止しました。
　平成9年3月に給水人口と1日最大給水量の増加を理由に第3次拡張認可を受け、第4取水井戸を
開発し、既設の第3取水井戸とのブレンド後急速ろ過にて浄水し給水を行っています。
　本村にムーンライトマラソンの定着、観光誘致などの行政施策の成功により、島を訪れる観光客
数は年々確実に増加しており、また、村民の生活形態の変化により1人当たりの使用水量の増加に
起因して給水量も増加し、慢性的な水不足の状態に陥ってしましました。
　平成12年の段階で原水において岩質由来の蒸発残留物濃度、鉄、マンガン、塩素イオン濃度が
悪化し、水質基準を超える状況にあったことから、浄水方法の変更及び、取水地点の変更として第
4次拡張事業認可を取得し、蒸発残留物、塩素イオンを除去するため浄水方法を電気透析法に変
更し、第5取水井戸をさく井しました。
　現在沖縄県では水道サービス格差及び水道サービスの持続という課題により、沖縄県が安全・安
心な水道水を将来にわたって安定的に供給できる水道事業の構築のために水道広域化を推進し
ているところです。
　これを受けて、本村は条件が整いしだい企業局から水道用水を受水することとなることから、水源
の種別の変更及び取水地点の変更となるため、平成28年度の第4次拡張事業（第1回変更）申請を
行ったところです。（表-③、図-①参照）

併任
補助員
補助員
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（５）経営健全化への取組

表-③　水道事業の変遷

図-①　給水区域及び水道施設位置図

　これまで、本村水道事業の経営健全化の取組としては、施設の維持管理や職員数の低減に努

め様々な方策により経費の節減を図りながら経営健全化を目指しているが、今後は、水道広域化

に向けた新たな事業展開が見込まれ、さらなる支出が思慮されるが、広域化後には取水、浄水施

設が移譲されることから、維持管理、運営費の低減に努める必要がある。

530m³/日 826m³/日 826m³/日 808m³/日

1,410人 1,800人 1,800人 1,139人

昭和69年度 平成19年度 平成22年度 平成37年度

第2次拡張

目 標 年 度

計 画 給 水 人 口

昭和65年度昭和43年度

3,400人

第3次拡張 第4次拡張
第4次拡張
（第1回変更）

平成12年1月 平成29年1月

名 称

計 画 一 日 最 大 給 水 量

創設認可 第1次拡張

510m³/日

2,000人

認 可 年 度 昭和45年4月 昭和58年1月 昭和61年4月 平成9年3月

640m³/日
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（１）水需要の予測

483 454 420 458 405 451 474 475 472 445 450 455 460 465 470 475 481 480 480 479 479

93.4 92.4 93.1 94.2 71.6 93.3 80.3 78.6 73.8 76.9 75.8 79.8 81.8 83.7 85.7 87.6 89.7 91.6 93.5 93.5 93.5

517 491 451 486 565 483 590 604 639 578 593 570 562 555 548 542 536 524 513 512 512

750 730 720 733 692 789 826 755 789 764 792 860 848 837 827 817 808 790 774 772 772

1,512 1,480 1,421 1,361 1,355 1,308 1,301 1,299 1,286 1,276 1,246 1,226 1,208 1,190 1,172 1,155 1,139 1,137 1,135 1,133 1,130

（２）料金収入の見通し

35101 36628 39676 39088 38306 38429 38602 39144 39574 39760 40297 40615 40884 40799 40911 40714 40714
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料金収入
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給水人口

　伊平屋村の給水人口は平成17年度の1,512人をピークに減少傾向を示し、平成26年度時点

では1,276人となり10年間で236人の人口減となっています。

　給水量は過去10年間の実績から、平成17年度～平成27年度まで減少傾向を示し、平成21

年度以降は横ばい状態を示しています。

　簡易水道施設基準を基に、平成37年度までの給水量の推計を行った結果、給水量は減少

傾向を示し、平成37年度では有収水量479m³/日、1日平均給水量512m³/日、1日最大給水量

772m³/日となります。給水量の減少は給水人口の減少が主な要因となっています。

　今後も少子高齢化の影響により行政人口が減少する推計となっており、給水人口も減少す

ると想定されることから水需要も減少することを見込んでいます。（グラフ－１参照）

　料金収入については、平成22年度に料金改定を実施したことにより23年度に増加し、上記の

とおり有収量に合わすように横ばいとなることが予想されます。

　しかしながら給水人口の減少が想定されることから、減少していくことも思慮されます。

　また、使用料に対し100％回収を行うためにも、徴収強化に努める必要があります。
（グラフ－２参照）
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グラフ－１

水
需
要
予
測

千円

-4- 



（３）施設の見通し

表－④　施設概要

構　　　造：RC造　形状寸法：5.00×6.00×3.65m
池　　　数：2池　　有効水深：H=3.20m
有効容量：V=96m³

凝集沈殿地　一式　　プラント室：A=570㎡（RC造）
前処理室　一式　　硬度浄水処理設備　一式
配水設備　一式　　浄水設備　一式

構造：重力式：コンクリート造
有効容量：V=250,000m³
水道用水量：Q=440m³/日

有効容量：Q=120m³/日　　 構造：RC造
ポンプ室：A=9.50㎡　　　　ポンプ設備　一式

有効容量：Q=330m³/日　　 構造：RC造
ポンプ室：A=16.50㎡　　　　ポンプ設備　一式

形状寸法：2.30×1.40×2.00m
設備：減圧弁φ150

構　　　造：RC造　形状寸法：7.10×3.35×2.65m
ポンプ設備　型　 式：横型渦巻きポンプ
　　　　　　　　用水量：Q=0.197m³/min
　　　　　　　　出　 力：P=7.5kw
　　　　　　　　台　 数：2台

構　　　造：RC造　形状寸法：5.00×6.00×2.50m
池　　　数：1池　　有効水深：H=2.00m
有効容量：V=60m³

構　　　造：RC造　形状寸法：4.00×5.50×3.70m
池　　　数：2池　　有効水深：H=3.20m
有効容量：V=140m³

構　　　造：RC造　形状寸法：6.00×6.00×3.80m
池　　　数：2池　　有効水深：H=3.15m　　3.10m
有効容量：V=140m³

構　　　造：RC造　形状寸法：4.00×5.90×3.65m
池　　　数：2池　　有効水深：H=3.20m
有効容量：V=150m³

平成33年度廃止予定

我喜屋ダム
沖縄県営ダム
（水利権を企業局へ譲渡）

いへや浄水場 平成33年度に廃止予定

我喜屋減圧弁 平成33年度に廃止予定

第5取水井戸

平成33年度に廃止予定

計装テレメーター設備更新

計装テレメーター設備更新

我喜屋増圧ポンプ 平成33年度に廃止予定

我喜屋配水池

島尻配水池

野甫配水池

第3取水井戸 沖縄県企業局へ譲渡

第4取水井戸 沖縄県企業局へ譲渡

施 設 概 要

有効容量：Q=120m³/日　 構造：RC造
ポンプ室：A=7.68㎡　　　　ポンプ設備　一式

施 設 名 備 考

前泊配水池

田名配水池

平成33年度に廃止予定

計装テレメーター設備更新

　本村には4箇所の水源、1箇所の浄水場、増圧ポンプ場、5箇所の配水池があり、4箇所の水
源で得られた原水は伊平屋浄水場にて浄水処理されたあと、送水ポンプにて前泊配水池へ
送水され、前泊配水池から各配水池へ送水され、配水区域へ配水されています。
　平成33年度以降は、広域化に伴い、取水・導水施設は1箇所の取水施設を除き企業局へ譲
渡される予定であり、浄水施設おいては、企業局が新規に建設することに伴い廃止、となる見
込みとなっています。
　島の南側に位置する我喜屋、島尻、野甫地区へは、我喜屋増圧ポンプを経て我喜屋配水池
へ送水し、我喜屋配水池から減圧弁を経て島尻配水池、野甫配水池へと送水されているが、
増圧して高台ある我喜屋配水池へ送水したにも関わらず、減圧して送配水を行っているため、
非効率な送配水となっている。
　しかし、管網計算の結果、現在の前泊配水池の高さでは島尻、野甫配水池へ送水すること
ができないことが判明し、送水方法の検討を行ったところ、現在の送水管φ100mmをφ150mm
へと更新することで我喜屋配水池を介さなくとも送水が可能であることから、管路の更新改良
及び企業局への取水施設の譲渡を行います。(図－②、表－④参照）

企業局管理 村管理

図－② 施設計画フロー図

-5- 



<<管路>>

（４）組織の見通し

～安心な水の供給～

～安定供給の持続～

　水道水を受容者が安心して飲める水道とするため、集水域内の環境保全に努め、水源及び浄水
の水質監視を強化し、安全な水道水を供給し続けることを目指します。

　水道水の安定供給は基本です。老朽化による管の破損や漏水による水圧低下などが起きない
ように、老朽管の更新・漏水調査の強化を行い、計画的・効率的な施設更新を実施し、水道水供
給の安定化を図ります。

　事業運営に必要な技術力を官民連携などによって確保しつつ、職員数は現状のままであるた

め、若手職員の不足や職員の専門的知識の低下も懸念されることから、適正な年齢構成や職員

の能力確保の必要性を踏まえ、水道事業を将来にわたり安定して持続させるため、現状の組織体

制を維持していくことを前提として、水道に精通した職員の育成と組織力の強化に取り組みます。

　さらには、水道料金の検針業務などの民間委託といった官民連携を持続・進展させつつ、業務を

監督・指導する職員の知識や技術力の維持・向上を図り、水道事業に精通する職員が適切に配置

されるよう取組に努めます。

　今後、水需要の低下、更新時期に伴う施設整備費に多大な費用を要することから、企業債から
の借り入れが生じ、それによる財政負担の増加が見込まれるため、長期的に安定した水道事業経
営が可能となる財政収支の安定化を図るものとします。
　水道事業は、水道水を利用するお客様からの水道料金を主収入として経営されています。健全
な事業運営のためには、安定した料金収入が不可欠です。
　また、水道事業における施設整備費及び長期的な使用水量の落ち込み等によって収支均等が
保てない場合は、年次ごとの運営費用を踏まえた水道料金の検討など、村民の理解を得ながら水
道料金体系の見直しについて検討します。（図－③参照）

　本村の管路布設状況としては、各水源地から浄水場までの導水管、浄水場から配水池まで
の送水管、また、各家庭への給水は網目状に埋設された配水管より行っており、導水管延長
が3,996m、送水管延長14,825m、配水管延長29,985mとなっております。
　本村では、昭和45年から水道事業が開始しており管路施設の老朽化が進んでいます。管路
の老朽化は漏水を起こす確率が高く、有収率を下げ水道事業の健全な運営に悪影響を及ぼ
します。また、漏水箇所から下流地域では水圧不足が生じ、最悪の場合、漏水により道路下
の土砂が緩み陥没の原因にもなる可能性があるので耐用年数を迎える管路は速やかに更新
を行う必要があります。
　平成30年度より広域化に向け、管路の更新改良を実施します。
　その後も、計画的に管路を更新を行う予定としています。（グラフ－3参照）
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グラブ－3 管路布設・更新計画

未更新延長 更新予定延長

４．経営方針
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～災害対策の充実～

～経営基盤の強化～

～環境・エネルギー対策の強化～

　地域環境保全の観点から、エネルギー消費産業と呼ばれる水道事業者自らが環境保全のため
の目標をたて、省エネルギー、廃棄物減量化、資源の有効利用に取組、適用可能な新技術の検
討を積極的に図っていきます。

　台風や地震等の災害が発生した場合でも、迅速かつ適切な対応を図れるよう、危機管理マニュ
アルの整備を行います。
　また、施設への被害を最小限に抑える目的で、主要水道施設に対する耐震調査を早期に実施
し、更新計画をたて、耐震化を図っていきます。

　施設の更新や物価上昇など、今後水道事業の財政事情は非常に厳しいものとなることが予想さ
れます。そのため、コスト縮減を図りつつ、施設効率、経済効率の良い水道事業の運営を行ってい
きます。
　また、沖縄県が進めている水道広域化へ向けた取組も積極的に協力していきます。

安心な水の供給 安定給水の持続 災害対策の充実

・水道施設及び管路の耐震化

・危機管理マニュアルの整備

・監視カメラの設置（テロ対策）

・漏水対策の強化

・各施設の維持管理

・各施設の計画的な更新

・水道施設及び管路の耐震化

・浄水施設の維持管理

・水源付近(集水域）の環境保全

経営基盤の強化
環境・エネルギー

対策の強化

・リサイクル資材の利用促進

・自然・再エネルギーの導入

・広域化への取組

・水道サービスの向上

伊平屋村の将来像

『生きる幸せが実感できる島』

図－③ 目指すべき将来像 （水道ビジョン引用）
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（１）投資・収支計画（収支計画）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明（図－④参照）

　①収支計画のうち投資についての説明

　　◎施設・設備の更新事業等の投資に関する事項

　　◎施設及び設備の廃止・統合（ダウンサイジング等に関する事項）

　　◎広域化に関する事項

　②収支計画のうち財源についての説明

　　◎施設更新に関する事項

　　◎料金に関する事項

　③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　　◎委託料・修繕費・動力費に関する事業

　　◎その他

　　　本村では、独自で水道用水の生産を行っており「水道高料金対策に要する経費」は、多額であり一
　　般会計からの繰入ありきな経営状況であるが、平成33年より企業局から受水となるため、これまで
　　の供給単価より安くなる見込みである。これにより、費用負担は低減されるもの「水道高料金対策
　　に要する経費」に係る一般会計繰入金についても減少となることから、収支状況の大きな変化は見
　　込めないものと考えます。

　　　これまで、維持管理費や職員数などによる経費の節減、料金回収の強化に努めるなどにより経営

　　状況の健全化に向け取り組んで来ましたが、こうした努力だけでは今後も経営状況を乗り切ることが

　　できないと判断し、平成22年8月に料金改定を行い値上げしました。今後も経営の点検とさらなる経

　　費の節減に努める一方、適正な料金の見直しを行います。

　　　なお、現在の経営状況ならびに今後の収支計画に基づく推移の結果、黒字が見込まれるが、平成

　　33年以降は取水施設、浄水施設の廃止による維持管理費のダウンサイジングが図られる見込みで

　　あるが、その後の地方債の償還金などが増加していく見込みであることから

　　料金改定は行わず現行料金を維持していくものとする。

　　　また、今後は、少子高齢化等による人口減少を要因とする水需要の減少や消費者ニーズの変化

　　に対応しうるよう、料金体系の抜本的な見直しも含め検討する必要があると考えます。

　　　委託料、動力費、修繕費については、現状で行っている水質検査や薬品管理等も含み平成33年
　　より取水施設、浄水施設の廃止になることから減少する見込みです。
　　　しかし、修繕費や動力費については、今後の経済状況に大きく影響されることを考慮し、施設廃止
　　以降は減少し一定の推移を見込んでいます。また、施設を計画的に修繕することとします。

　現時点で想定し得る条件にて勘定した第4次拡張事業（第1回変更）にて平成37年度までの収支計
画を別紙のとおり策定しました。（P12、P13参照）

　　　水道施設更新事業については、認可申請書に基づき、平成30年度から1億前後を投じ、管路更
　　新、計装機器等の耐震化、長寿命化を実施します。

　　　平成33年度より企業局からの水道用水供給開始にが行われることに伴い、地下取水施設、浄水
　　場といった施設の廃止、譲渡、更新管種の見直しによる送水方法の変更等を実施することで、施設
　　のダウンサイジングや、将来を見据えたコスト縮減を図ります。

　　　沖縄県水道用水供給事業の第11回変更認可申請（第5次拡張事業）にて水道用水供給を平成33
　　年度に行うこととしており、企業局より受水するため送水管の布設を計画している。

　　　配水施設の更新事業に充当する財源については、その大部分を国庫補助金に加え企業債の借り
　入れによるものとなりますが、今後も経営健全化に取り組む上で、借入額を抑制していく必要があり、
　将来的な負担軽減に努めることとします。
　　また、配水施設の更新事業については、一般会計からの出資も見込んでいます。（表－⑤参照）

５．投資・財政計画（収支計画）
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組概要

　①投資についての検討状況等

　　◎施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング）

　　◎耐震化

　　◎広域化

　　◎収支状況の改善

　　◎計画期間を10年間とします。

　　◎経営戦略をもって、これまでの経営計画に替えるものとします。

　　　収支計画において、平成29年以降は黒字となる見込みとなっていますが、今後も経費節減に努め

　　るとともに、水道料金の徴収率向上対策を講じることはもちろんのこと、水道料金の見直しも含め、

　　収支状況を適切に把握しながら経営に努めていきます。

　　◎本村は、人口構造の影響を受けるほか、景気の動向に左右されるという要素を持っており、これら
　　　の動向を水道経営に適時反映し、実態と乖離しないよう収支状況や水道施設更新事業進捗を的
　　　確に行って行くため、水道料金の見直しとあわせて、適宜更新していくとともに、更新後の計画期
　　　間も10年間を維持することとします。

　　◎水道事業のサービス向上のため、必要に応じ、住民や事業者からご意見を広く聴取し、意見などを
　　　経営戦略や今後の事業運営に反映できる仕組みを検討し、５年おきに見直しを行います。

　本村はこれまでに、『島に住む幸せ・島で働く笑顔・交流する島の活力』を将来像として、住民満足の村
政を追及し、「生きる幸せが実感できる島」の実現に向けて、あらゆる分野において着実な行政施策を推
進してきました。
　その中で、本村の水道は水道事業創設以来これまで数回の事業拡張認可を取得しながら、施設整備
を行い村民生活を支え、地域の発展に寄与してきました。
　しかし、社会経済的要因による水需要の変化、安全性やおいしさに対するニーズの多様化、地球規模
での環境問題など水道事業を取り巻く状況は大きく変化してきています。
　本村では、これまで建設した水道施設が老朽化により更新の時期を迎えようとしていることを考え合わ
せると、今後の財政運営は一段と厳しいものになっていくものと思われます。
　このような状況の中、将来にわたり安全で安定的な水道サービスを提供し続けるための具体的な施策
とし、計画期間10年間とする「経営戦略」を策定することとしましました。
　村水道事業では、この「経営戦略」を道標として、今後も使用者にとって安心・安全で持続可能な水道
事業を実現できるよう、定期的な見直しを行いながら施策の実効性を高めつつ、経営の方向性を見定め
経営努力を続けていくこととします。

　　　人口減少などに伴う使用水量の減少により今後の施設更新にあたっては、使用水量に応じたダウ

　　ンサイジングや施設の廃止も含めて検討する必要があります。

　　　これまで、水道事業においては平成15年以降更新事業がなされておらず、耐震性を満たしてい

　　ない管が多く、計画的に継続して水道施設の耐震化に取り組んでいく必要があります。

　　　沖縄県が水道用水供給を開始する平成33年以降は、給水単価及び計画水量が見直されます。

　　　本村では、受水に切り替わったことで取水施設、浄水施設が不要となり、運転管理に係る状況も変

　　化していき、今後の施設運転管理については、末端給水管理やそれに伴う委託業務内容の見直し

　　を含め多角的に検証していきます。

６．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

７．まとめ
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名

線

H
I
V
P
φ

7
5

→
H
P
P
E
φ

7
5
　

L
=
1
5
6
m

Ｈ
3
3
　

田
名

線

H
I
V
P
φ

5
0

→
H
P
P
E
φ

5
0
　

L
=
2
7
5
m

S
G
P
φ

5
0

→
H
P
P
E
φ

5
0
　

L
=
4
m

D
C
I
P
φ

1
0
0

→
H
P
P
E
φ

1
0
0
　

L
=
1
,
9
7
0
m

Ｈ
3
5
　

島
尻

送
水

管

Ｈ
3
5
　

島
尻

線

H
I
V
P
φ

7
5

→
H
P
P
E
φ

7
5
　

L
=
6
2
8
m

D
C
I
P
φ

1
0
0

→
H
P
P
E
φ

1
0
0
　

L
=
9
7
2
m

Ｈ
3
6
　

島
尻

送
水

管

Ｈ
3
2
　

伊
平

屋
調

整
池

か
ら

の
送

配
水

管
φ

1
5
0
×

2
本

L
=
2
,
0
0
0
m

H
I
V
P
φ

7
5

→
H
P
P
E
φ

7
5
　

L
=
1
3
8
m

D
C
I
P
φ

1
0
0

→
H
P
P
E
φ

1
0
0
　

L
=
2
,
6
4
6
m

Ｈ
3
6
　

田
名

送
水

管

田
名

配
水

池

役
場

中
央

監
視

室

島
尻

配
水

池

野
甫

配
水

池

伊
平

屋
第

２
井

戸

伊
平

屋
第

１
井

戸

伊
平

屋
浄

水
場

我
喜

屋
ダ

ム

更
新

設
備

位
置

図

計
装

テ
レ

メ
ー

タ
盤

3
/
1
1

Ｈ
3
7
　

野
甫

計
装

設
備

更
新

Ｈ
3
7
　

伊
平

屋
村

役
場

2
階

計
装

設
備

更
新

Ｈ
3
7
　

島
尻

計
装

設
備

更
新Ｈ

3
7
　

伊
平

屋
浄

水
場

計
装

設
備

更
新

中
央

監
視

装
置

遠
方

監
視

装
置

盤
無

停
電

電
源

装
置

計
装

テ
レ

メ
ー

タ
盤

企
業

局
デ

ー
タ

入
出

力
装

置
盤

計
装

テ
レ

メ
ー

タ
盤

Ｈ
3
7
　

田
名

計
装

設
備

更
新

伊
平

屋
村

役
場

承 認

設 計

製 図
平

成
　

年
　

　
月

　
　

日

件
名

図
名

縮
尺

伊
平

屋
村

簡
易

水
道

第
４

次
拡

張
事

業
(
第

1
回

変
更

)

凡
　

　
例

ラ
イ

ン
分

け
図

平
成

3
0
年

度
更

新
管

路

平
成

3
1
年

度
更

新
管

路

平
成

3
2
年

度
伊

平
屋

調
整

池
送

水
管

φ
1
5
0

2
本

平
成

3
4
年

度
更

新
管

路

平
成

3
5
年

度
更

新
管

路

平
成

3
7
年

度
計

装
設

備

平
成

3
3
年

度
更

新
管

路

平
成

3
6
年

度
更

新
管

路
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様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

1
(A

)
6
2
,5

7
2

6
1
,4

2
9

5
2
,2

6
0

5
1
,0

0
3

4
9
,3

2
8

4
8
,5

2
2

4
8
,1

2
9

4
7
,7

4
0

4
7
,7

9
9

4
7
,7

3
2

4
7
,9

9
2

4
8
,3

9
0

4
8
,3

9
0

（
１

）
(B

)
3
8
,4

2
9

3
8
,6

0
2

3
7
,1

8
7

3
9
,5

7
4

3
9
,7

6
0

4
0
,2

9
7

4
0
,6

1
5

4
0
,8

8
4

4
0
,7

9
9

4
0
,9

1
1

4
0
,7

1
4

4
0
,7

1
4

4
0
,7

1
4

ア
3
8
,4

2
9

3
8
,6

0
2

3
7
,1

8
7

3
9
,5

7
4

3
9
,7

6
0

4
0
,2

9
7

4
0
,6

1
5

4
0
,8

8
4

4
0
,7

9
9

4
0
,9

1
1

4
0
,7

1
4

4
0
,7

1
4

4
0
,7

1
4

イ
(C

)

ウ

（
２

）
2
4
,1

4
3

2
2
,8

2
7

1
5
,0

7
3

1
1
,4

2
9

9
,5

6
8

8
,2

2
5

7
,5

1
4

6
,8

5
6

7
,0

0
0

6
,8

2
1

7
,2

7
8

7
,6

7
6

7
,6

7
6

ア
1
8
,6

1
1

1
5
,8

6
4

1
5
,0

7
1

1
1
,4

2
7

9
,5

6
6

8
,2

2
3

7
,5

1
2

6
,8

5
4

6
,9

9
8

6
,8

1
9

7
,2

7
6

7
,6

7
4

7
,6

7
4

イ
5
,5

3
2

6
,9

6
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

２
(D

)
4
0
,0

5
7

4
6
,8

9
0

3
1
,8

1
6

3
1
,2

4
8

3
0
,7

9
1

3
0
,6

7
9

3
0
,6

2
5

3
0
,6

3
5

3
0
,0

1
0

2
9
,4

9
2

2
9
,4

1
5

2
9
,4

1
6

2
9
,4

1
6

（
１

）
3
3
,3

0
8

4
0
,8

3
0

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,4

7
8

2
6
,0

3
0

2
5
,6

7
2

2
5
,5

8
3

2
5
,5

8
3

2
5
,5

8
3

ア イ
3
3
,3

0
8

4
0
,8

3
0

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,3

9
3

2
6
,4

7
8

2
6
,0

3
0

2
5
,6

7
2

2
5
,5

8
3

2
5
,5

8
3

2
5
,5

8
3

（
２

）
6
,7

4
9

6
,0

6
0

5
,4

2
3

4
,8

5
5

4
,3

9
8

4
,2

8
6

4
,2

3
2

4
,1

5
7

3
,9

8
0

3
,8

2
0

3
,8

3
2

3
,8

3
3

3
,8

3
3

ア
6
,7

4
9

6
,0

6
0

5
,4

2
3

4
,8

5
5

4
,3

9
8

4
,2

8
6

4
,2

3
2

4
,1

5
7

3
,9

8
0

3
,8

2
0

3
,8

3
2

3
,8

3
3

3
,8

3
3

イ

３
(E

)
2
2
,5

1
5

1
4
,5

3
9

2
0
,4

4
4

1
9
,7

5
5

1
8
,5

3
7

1
7
,8

4
3

1
7
,5

0
4

1
7
,1

0
5

1
7
,7

8
9

1
8
,2

4
0

1
8
,5

7
7

1
8
,9

7
4

1
8
,9

7
4

1
(F

)
2
2
,8

1
1

2
3
,4

6
1

1
6
,3

4
4

1
4
,3

1
0

1
2
2
,9

7
8

1
3
2
,2

9
7

1
2
6
,5

2
9

8
5
,7

0
3

9
4
,9

2
1

1
6
3
,8

2
0

1
6
1
,0

6
0

1
3
7
,2

9
2

1
4
,2

9
2

（
１

）
3
7
,0

0
0

4
1
,0

0
0

3
9
,0

0
0

2
6
,0

0
0

2
8
,0

0
0

5
1
,0

0
0

5
0
,0

0
0

4
1
,0

0
0

（
２

）
2
2
,8

1
1

2
3
,4

6
1

1
6
,3

4
4

1
4
,3

1
0

1
1
,9

7
8

1
0
,2

9
7

9
,5

2
9

9
,7

0
3

1
0
,9

2
1

1
1
,8

2
0

1
3
,0

6
0

1
4
,2

9
2

1
4
,2

9
2

（
３

）

（
４

）

（
５

）
7
4
,0

0
0

8
1
,0

0
0

7
8
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
6
,0

0
0

1
0
1
,0

0
0

9
8
,0

0
0

8
2
,0

0
0

（
６

）

（
７

）

２
(G

)
4
4
,1

5
0

3
0
,4

5
3

2
6
,9

9
1

3
1
,1

4
4

1
3
7
,6

8
5

1
4
8
,1

2
1

1
4
3
,1

5
1

1
0
3
,0

0
8

1
1
2
,5

7
1

1
8
2
,6

7
9

1
8
1
,0

0
1

1
5
8
,7

8
1

3
7
,8

0
9

（
１

）
1
,6

2
0

9
8
7

2
,5

5
7

9
,6

4
6

1
1
8
,1

6
6

1
2
9
,4

0
6

1
2
4
,0

9
4

8
3
,6

0
2

9
0
,7

3
0

1
5
9
,0

4
0

1
5
4
,8

8
2

1
3
0
,1

9
8

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

6
,6

4
6

（
２

）
(H

)
4
2
,5

3
0

2
9
,4

6
6

2
4
,4

3
4

2
1
,4

9
8

1
9
,5

1
9

1
8
,7

1
5

1
9
,0

5
7

1
9
,4

0
6

2
1
,8

4
1

2
3
,6

3
9

2
6
,1

1
9

2
8
,5

8
3

3
1
,1

6
3

（
３

）

（
４

）

（
５

）

３
(I
)

△
 2

1
,3

3
9

△
 6

,9
9
2

△
 1

0
,6

4
7

△
 1

6
,8

3
4

△
 1

4
,7

0
7

△
 1

5
,8

2
4

△
 1

6
,6

2
2

△
 1

7
,3

0
5

△
 1

7
,6

5
0

△
 1

8
,8

5
9

△
 1

9
,9

4
1

△
 2

1
,4

8
9

△
 2

3
,5

1
7

3
8
年

度
3
7
年

度

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

本
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
3
1
年

度
3
2
年

度
3
3
年

度

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

3
4
年

度
3
5
年

度
3
6
年

度

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

そ
の

他

収
支

差
引

(A
)-

(D
)

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

固
定

資
産

売
却

代
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他
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様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

3
8
年

度
3
7
年

度
本

年
度

2
9
年

度
3
0
年

度
3
1
年

度
3
2
年

度
3
3
年

度
3
4
年

度
3
5
年

度
3
6
年

度

(J
)

1
,1

7
6

7
,5

4
7

9
,7

9
7

2
,9

2
1

3
,8

3
0

2
,0

1
9

8
8
2

△
 2

0
0

1
3
9

△
 6

1
9

△
 1

,3
6
4

△
 2

,5
1
5

△
 4

,5
4
3

(K
)

(L
)

3
,7

0
7

6
,6

2
8

1
0
,4

5
8

1
2
,4

7
7

1
3
,3

5
9

1
3
,1

5
9

1
3
,2

9
8

1
2
,6

7
9

1
1
,3

1
5

8
,8

0
0

(M
)

1
4
,8

1
3

1
3
,6

3
7

6
,0

9
0

(N
)

△
 1

3
,6

3
7

△
 6

,0
9
0

3
,7

0
7

6
,6

2
8

1
0
,4

5
8

1
2
,4

7
7

1
3
,3

5
9

1
3
,1

5
9

1
3
,2

9
8

1
2
,6

7
9

1
1
,3

1
5

8
,8

0
0

4
,2

5
7

(O
)

(P
)

3
,7

0
7

6
,6

2
8

1
0
,4

5
8

1
2
,4

7
7

1
3
,3

5
9

1
3
,1

5
9

1
3
,2

9
8

1
2
,6

7
9

1
1
,3

1
5

8
,8

0
0

4
,2

5
7

(Q
)

△
 1

3
,6

3
7

△
 6

,0
9
0

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

3
8
,4

2
9

3
8
,6

0
2

3
7
,1

8
7

3
9
,5

7
4

3
9
,7

6
0

4
0
,2

9
7

4
0
,6

1
5

4
0
,8

8
4

4
0
,7

9
9

4
0
,9

1
1

4
0
,7

1
4

4
0
,7

1
4

4
0
,7

1
4

（
T

)

(U
)

(V
)

(W
)

(X
)

3
3
8
,0

4
4

3
0
8
,5

7
8

2
8
4
,1

4
4

2
6
2
,6

4
6

2
4
3
,1

2
7

2
2
4
,4

1
2

2
0
5
,3

5
5

1
8
5
,9

4
9

1
6
4
,1

0
8

1
4
0
,4

6
9

1
1
4
,3

5
0

8
5
,7

6
7

5
4
,6

0
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
分

（
決

算
）

決
算

見
込

1
8
,6

1
1

1
5
,8

6
4

1
5
,0

7
1

1
1
,4

2
7

9
,5

6
6

8
,2

2
3

7
,5

1
2

6
,8

5
4

6
,9

9
8

6
,8

1
9

7
,2

7
6

7
,6

7
4

7
,6

7
4

1
8
,6

1
1

1
5
,8

6
4

1
5
,0

7
1

1
1
,4

2
7

9
,5

6
6

8
,2

2
3

7
,5

1
2

6
,8

5
4

6
,9

9
8

6
,8

1
9

7
,2

7
6

7
,6

7
4

7
,6

7
4

2
2
,8

1
1

2
3
,4

6
1

1
6
,3

4
4

1
4
,3

1
0

1
1
,9

7
8

1
0
,2

9
7

9
,5

2
9

9
,7

0
3

1
0
,9

2
1

1
1
,8

2
0

1
3
,0

6
0

1
4
,2

9
2

1
5
,5

8
2

2
2
,8

1
1

2
3
,4

6
1

1
6
,3

4
4

1
4
,3

1
0

1
1
,9

7
8

1
0
,2

9
7

9
,5

2
9

9
,7

0
3

1
0
,9

2
1

1
1
,8

2
0

1
3
,0

6
0

1
4
,2

9
2

1
5
,5

8
2

4
1
,4

2
2

3
9
,3

2
5

3
1
,4

1
5

2
5
,7

3
7

2
1
,5

4
4

1
8
,5

2
0

1
7
,0

4
1

1
6
,5

5
7

1
7
,9

1
9

1
8
,6

3
9

2
0
,3

3
6

2
1
,9

6
6

2
3
,2

5
6

7
9
.9

3
8
年

度

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
益

的
収

支
比

率
（

×
1
0
0

）
7
5
.8

8
0
.5

赤
字

比
率

（
×

1
0
0

）
-
3
5
.5

-
1
5
.8

9
2
.2

8
9
.8

8
6
.4

8
3
.4

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

9
2
.9

9
6
.7

9
8
.0

9
8
.2

9
6
.9

9
5
.4

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7
条

に
よ

り
算

定
し

た

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た

資
金

不
足

比
率

(（
T

）
/
（
V

）
×

1
0
0
)

他
会

計
借

入
金

残
高

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
((

R
)/

(S
)×

1
0
0
)

3
6
年

度
3
7
年

度

収
益

的
収

支
分

地
方

債
残

高

本
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
3
1
年

度
3
2
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

3
3
年

度
3
4
年

度
3
5
年

度
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グ
ラ

フ
凡

例
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

平
成

2
7
年

度
全

国
平

均

※
　

平
成

2
3
年

度
か

ら
平

成
2
5
年

度
に

お
け

る
各

指
標

の
類

似
団

体
平

均
値

は
、

当
時

の
事

業
数

を
基

に
算

出
し

て
い

ま
す

が
、

管
路

更
新

率
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
6
年

度
の

事
業

数
を

基
に

類
似

団
体

平
均

値
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

全
体

総
括

　
経

営
状

況
の

収
益

性
な

ど
は

悪
く

、
現

在
の

起
債

の
償

還
は

減
少

傾
向

で
あ

る
が

、
今

後
の

事
業

展
開

に
伴

い
増

額
が

見
込

ま
れ

る
。

　
広

域
化

に
伴

い
取

水
、

浄
水

施
設

が
企

業
局

へ
移

譲
と

な
る

見
込

み
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
維

持
費

の
低

減
が

見
込

ま
れ

る
が

、
厳

し
い

財
政

状
況

は
継

続
す

る
と

予
想

さ
れ

る
た

め
、

適
切

な
料

金
設

定
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

　
今

後
も

経
費

の
削

減
等

、
有

収
率

の
向

上
、

使
用

料
回

収
の

向
上

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
。

「
施

設
全

体
の

減
価

償
却

の
状

況
」

「
管

路
の

経
年

化
の

状
況

」
「

管
路

の
更

新
投

資
の

実
施

状
況

」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

③
管

路
更

新
率

　
管

路
更

新
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

対
応

年
数

を
超

え
た

管
路

が
存

在
す

る
。

　
水

道
広

域
化

に
伴

い
、

浄
水

施
設

は
企

業
局

へ
移

譲
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
漏

水
解

消
を

兼
ね

た
管

路
等

の
更

新
を

行
う

予
定

で
あ

る
。

「
料

金
水

準
の

適
切

性
」

「
費

用
の

効
率

性
」

「
施

設
の

効
率

性
」

「
供

給
し

た
配

水
量

の
効

率
性

」

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

5
7
.
4
1

【
】

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

-
該

当
数

値
な

し
1
0
0
.
0
0

4
,
6
6
5

1
,
2
4
7

2
1
.
7
2

①
収

益
的

収
支

比
率

　
機

器
の

修
繕

、
施

設
の

動
力

費
、

使
用

薬
品

等
の

維
持

管
理

、
運

営
等

に
多

く
の

経
費

を
が

使
用

さ
れ

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
　

今
後

は
、

水
道

広
域

化
に

向
け

た
新

た
な

事
業

展
開

に
よ

る
さ

ら
な

る
支

出
が

見
込

ま
れ

る
が

、
広

域
化

後
に

は
取

水
、

浄
水

プ
ラ

ン
ト

が
移

譲
さ

れ
維

持
管

理
及

び
運

営
費

の
低

減
が

見
込

ま
れ

る
が

、
さ

ら
な

る
維

持
管

理
費

の
低

減
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
④

企
業

債
残

高
対

給
水

収
益

比
率

　
減

少
傾

向
で

は
あ

る
が

、
広

域
化

に
向

け
た

事
業

展
開

が
行

わ
れ

る
予

定
で

あ
り

、
地

方
債

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
。

⑤
料

金
回

収
率

　
類

似
団

体
平

均
を

上
回

っ
て

い
る

も
の

の
、

原
価

が
高

く
適

切
な

料
金

設
定

を
行

う
必

要
が

あ
る

と
と

も
に

、
回

収
強

化
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
⑥

給
水

原
価

　
概

ね
類

似
団

体
平

均
下

回
っ

て
い

る
。

本
村

単
独

で
は

安
定

し
た

原
価

と
な

っ
て

い
る

が
、

さ
ら

な
る

維
持

管
理

費
と

う
の

削
減

に
よ

り
経

営
改

善
に

努
め

る
。

⑦
施

設
利

用
率

　
類

似
団

体
に

比
べ

高
い

値
を

維
持

し
て

い
る

こ
と

か
ら

効
率

的
に

推
移

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

が
、

有
収

率
の

向
上

を
図

る
た

め
に

も
計

画
的

な
投

資
を

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
⑧

有
収

率
　

人
口

の
減

少
に

伴
い

有
収

率
も

減
少

し
て

い
る

。

「
単

年
度

の
収

支
」

「
累

積
欠

損
」

「
支

払
能

力
」

「
債

務
残

高
」

5
9
.
0
3

■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
現

在
給

水
人

口
(
人

)
給

水
区

域
面

積
(
k
m
2
)

給
水

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

－

法
非

適
用

水
道

事
業

簡
易

水
道

事
業

D
4

1
,
2
8
8

2
1
.
8
2

経
営

比
較

分
析

表
沖

縄
県

　
伊

平
屋

村

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

0
.
0
0

0
.
2
0

0
.
4
0

0
.
6
0

0
.
8
0

1
.
0
0

1
.
2
0

1
.
4
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

平
均

値
0
.
6
1

0
.
3
7

0
.
7
0

0
.
9
1

1
.
2
6

6
2
.
00

6
4
.
00

6
6
.
00

6
8
.
00

7
0
.
00

7
2
.
00

7
4
.
00

7
6
.
00

7
8
.
00

8
0
.
00

8
2
.
00

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
7
5
.
69

7
2
.
88

7
1
.
01

7
5
.
76

8
0
.
45

平
均

値
6
8
.
61

7
0
.
76

7
1
.
66

7
3
.
06

7
2
.
03

0
.
0
0

0
.
1
0

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
4
0

0
.
5
0

0
.
6
0

0
.
7
0

0
.
8
0

0
.
9
0

1
.
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値

平
均

値

0
.
0
0

0
.
1
0

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
4
0

0
.
5
0

0
.
6
0

0
.
7
0

0
.
8
0

0
.
9
0

1
.
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値

平
均

値

①
収

益
的

収
支

比
率

(
％

)

0
.
0
0

0
.
1
0

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
4
0

0
.
5
0

0
.
6
0

0
.
7
0

0
.
8
0

0
.
9
0

1
.
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値

平
均

値

0
.
0
0

0
.
1
0

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
4
0

0
.
5
0

0
.
6
0

0
.
7
0

0
.
8
0

0
.
9
0

1
.
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値

平
均

値

0
.
0
0

2
0
0
.0

0

4
0
0
.0

0

6
0
0
.0

0

8
0
0
.0

0

1
,
0
00

.
0
0

1
,
2
00

.
0
0

1
,
4
00

.
0
0

1
,
6
00

.
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
1
,
2
25

.
2
7

1
,
0
96

.
8
8

9
9
3
.5

0
8
7
9
.6

6
7
9
9
.3

8

平
均

値
1
,
4
42

.
5
1

1
,
4
96

.
1
5

1
,
4
62

.
5
6

1
,
4
86

.
6
2

1
,
5
10

.
1
4

0
.
0
0

1
0
.
00

2
0
.
00

3
0
.
00

4
0
.
00

5
0
.
00

6
0
.
00

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
4
5
.
73

4
6
.
66

4
5
.
10

4
6
.
53

5
0
.
56

平
均

値
3
3
.
30

3
3
.
01

3
2
.
39

2
4
.
39

2
2
.
67

0
.
0
0

1
0
0
.0

0

2
0
0
.0

0

3
0
0
.0

0

4
0
0
.0

0

5
0
0
.0

0

6
0
0
.0

0

7
0
0
.0

0

8
0
0
.0

0

9
0
0
.0

0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
5
8
4
.2

8
5
7
1
.5

3
5
8
2
.0

3
5
7
1
.2

6
5
2
0
.1

5

平
均

値
5
2
6
.5

7
5
2
3
.0

8
5
3
0
.8

3
7
3
4
.1

8
7
8
9
.6

2

0
.
0
0

1
0
.
00

2
0
.
00

3
0
.
00

4
0
.
00

5
0
.
00

6
0
.
00

7
0
.
00

8
0
.
00

9
0
.
00

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
7
6
.
17

7
6
.
70

8
4
.
08

7
4
.
58

7
6
.
42

平
均

値
5
0
.
66

5
1
.
11

5
0
.
49

4
8
.
36

4
8
.
70

0
.
0
0

1
0
.
00

2
0
.
00

3
0
.
00

4
0
.
00

5
0
.
00

6
0
.
00

7
0
.
00

8
0
.
00

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

当
該

値
6
8
.
69

6
7
.
55

6
1
.
36

6
8
.
53

6
7
.
72

平
均

値
7
4
.
13

7
4
.
16

7
4
.
21

7
5
.
24

7
4
.
96

②
累

積
欠

損
金

比
率

(
％

)
③

流
動

比
率

(
％

)
④

企
業

債
残

高
対

給
水

収
益

比
率

(
％

)

⑤
料

金
回

収
率

(
％

)
⑥

給
水

原
価

(
円

)
⑦

施
設

利
用

率
(
％

)
⑧

有
収

率
(
％

)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(
％

)
②

管
路

経
年

化
率

(
％

)
③

管
路

更
新

率
(
％

)

【
7
5
.
5
1
】

【
1
,
2
4
2
.
9
0
】

【
7
5
.
2
7
】

【
5
7
.
5
8
】

【
5
2
4
.
6
9
】

【
3
3
.
3
5
】

【
0
.
7
1
】

該
当

数
値

な
し

該
当

数
値

な
し

該
当

数
値

な
し

該
当

数
値

な
し
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